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令和元年度第２回新居浜市地域包括支援センター運営協議会 

兼 第１回地域密着型サービス運営委員会議事録 

 

 

１ 開催日時  令和元年１０月２日（水）１４：００～１５：３０ 

 

２ 開催場所  新居浜市役所２階 ２１会議室 

 

３ 出 席 者   

委 員：伊藤（美）委員、小野委員、坂上委員、白石委員、鈴木委員、知元委員、續木委

員、土岐委員、三木委員、宮内委員、山本委員（１１名） 

事務局：福祉部：総括次長・櫻木、地域包括支援センター：所長・伊達、副所長・佐々木、

越智、介護福祉課：課長・久枝、係長・高田、石井 

 

４ 会議内容 

１ 第１回新居浜市地域密着型サービス運営委員会 

・地域密着型通所介護 

２ 第２回新居浜市地域包括支援センター運営協議会 

（１）令和元年度事業実施状況について 

（２）生活支援体制整備第１層協議体 

（３）その他 

３ 地域密着型サービス審査結果の発表 

 

５ 傍聴者  ０人 

 

６ 議事録 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定刻となりましたので、ただいまから、令和元年度第２回新居浜市地域包括支援セ

ンター運営協議会、並びに第１回新居浜市地域密着型サービス運営委員会を開催いた

します。 

委員の皆様には、お忙しい中ご出席いただき厚くお礼申し上げます。 

まず、本日の会議の出欠状況ですが、新居浜市歯科医師会・浅井委員、新居浜市介

護支援専門員連絡協議会・伊藤委員、新居浜市民生児童委員協議会・野口委員が都合

により欠席となっており、委員数１４名に対し、出席委員１１名で、新居浜市地域包

括支援センター運営協議会設置要綱第６条第２項及び地域密着型サービス運営委員

会設置要綱第６条第２項の会議の成立要件であります過半数以上の出席を満たして

おりますことをご報告いたします。 

 それでは、本日の議事について説明いたします。 

最初に、地域密着型サービス運営委員会を開催し、地域密着型サービス事業者の新規

指定の審査を行います。続きまして、地域包括支援センター運営協議会を開催し「令
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和元年度事業実施状況について」、「生活支援体制整備第１層協議体」、「その他」につ

いて協議する予定でございます。 

これより、地域密着型サービス運営委員会を開催いたします。 

 

（介護福祉課において審査進行） 

 

 以上で審査を終了し、地域密着型サービス運営委員会を一度休会といたします。続

いて地域包括支援センター運営協議会に移ります。ここからは地域包括支援センター

が進行を行います。 

 

それでは、新居浜市地域包括支援センター運営協議会の議事を行います。議事の進

行は、設置要綱第６条第１項の規定により知元会長にお願いいたします。知元会長よ

ろしくお願いいたします。 

 

本日の議題は、お手元の会次第のとおり、協議題（１）「令和元年度事業実施状況

について」、協議代（２）「生活支援体制整備第１層協議体」、協議代（３）「その他」

となっております。議事が円滑に進行できますよう、委員の皆様のご協力をお願いい

たします。 

それでは、協議題（１）について、事務局より説明をお願いします。 

 

（事務局説明）  

 

ただいま、事務局より事業実施状況について説明いただきましたが、委員の方から

ご意見ご質問はございませんか。 

 

新居浜市地域包括支援センター政策提言（案）について、これは事業を実施が完了

したものと捉えて良いのでしょうか。 

 

先程、在宅医療・介護連携推進事業の所でエンディングノートの話が出ましたが、

今後、地域包括支援センターが事業を推進していく中で、このように取り組みながら

やっていきますよという様に捉えてもらったらいいかと思います。 

 

血縁者がいなかったり、認知症を発症している場合であれば、財産管理に伴う成年

後見制度が有効な活用手段となりますので、この提言の中にしっかり盛り込んでもら

いたいと思います。それと、企業広告付きエンディングノートの作成ですが、冠婚葬

祭の企業が作るということなのでしょうか。 

 

政策提言については、介護福祉課と地域包括支援センターで事業の整理をしながら

対応していきたいと思います。エンディングノートについては、福岡県にある企業か
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ら話がありました。この企業は、エンディングノートだけでなく、行政のいろいろな

冊子を広告付きで作っている企業です。この見本の広告を見ると、関連する葬儀会社

やお墓の会社の広告のみですが、社会福祉法人などにも依頼することがあると聞いて

います。依頼は、福岡県の会社が個別に新居浜の企業に交渉することになります。新

居浜市の封筒の裏に載っている広告をイメージしてもらえばと思います。 

 

政策提言の中で気になったのが、『市民一人ひとりが自己決定に基づいた最期を迎

えられるよう』とありますが、認知症になって判断ができなくなると、家族がしなけ

ればならないと思いますが、どう考えているのでしょうか。 

 

今、ケアマネジャーも、そのようなときの支援について検討を重ねていますが、た

とえ自分が認知症になったとしても、元気な時に『自分はこういう最期を迎えたい』

と思っていた想いに沿えるような支援をしていけるように考えております。 

 

うちの母も１０年前に脳梗塞になり本人の希望どおり、新居浜に帰ってきて最期を

迎えましたが本人の思いに沿える支援は大切だと思います。亡くなるのが近い時期で

したら、判断できない人が大半だと思いますがどうなのでしょうか。 

 

そのために ACP（アドバンス・ケア・プランニング）といって、前もってその人が

どういう人生を歩みたいかを支援者と一緒に考える時間が必要になってきます。その

ことを元気なうちから広めていくことが今回の提言内容の核になっております。 

 

今やっていることを包括の中で共有するということもあれば、さらに行政全体の中

で、議会の協力を得るための提言ということも考えられます。それが、地域ケア会議

で議論をされた結果として、高齢者のゾーンだけで考えるのではなく、外側でも考え

て、今できていること、これから追加しなければならないこと、あるいは予算が伴う

ことなどが整理されて、来年度予算化されたり、人が増員されたり、ネットワークが

膨らむのではないかという思いもありまして、包括でやっていくことを確認した『確

認書』というレベルにするのはもったいないなと思いました。 

 

地域ケア推進会議は、本来であれば外部の方に出席いただくのが正しいやり方だ思

いますが、包括では職員を中心に地域ケア推進会議を開催しており、この運営協議会

は、地域ケア推進会議の上位機関という位置付けになっておりますので、推進会議で

決った方向性を、こちらで提言させていただいて、皆さまの承認を得て、包括支援セ

ンターで取り組んで行こうと思っております。 

 

決意表明的な所ですね。 

 

また、先生にご指摘いただいたようにできていること、これから取り組むべきこと
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も混在していますので、みなさんの承認を得た中で、今後、整理しながら、次年度の

事業に反映させていきたいと考えております。 

 

ACP という言葉自体がわかりにくいのではないかと思います。以前に調べたとこ

ろ、厚生労働省はこれを愛称として『人生会議』と言おうとしています。もう少し皆

さんにわかりやすいような言葉を使う方が良いのではないかと思いますがいかがで

しょうか。 

 

別の会議で『人生会議』や、もう少ししっくりくる名前を言われたこともありまし

た。あんしんまるわかりフェアのチラシの中に、もしバナゲームというのが書いてあ

りますが、これは、もしもあなたにこういうことがあったらどうしますかというよう

なことがカードに書いてありまして、それを自分ならこうするというようなことをグ

ループで話し合いながらゲーム感覚で行うものです。これから先の人生で様々な選択

に迫られる局面があり、その時に自分自身どうするか前もって考えておくことが大事

だということを少しずつ広めていけたらと思っております。 

 

PPK 体操は健康にプラスになると思いますが、気になっているのが、PPK に参加

している人はみんな元気な人です。実際はそれに参加しない人のケアの方が大事だと

思います。老人会では極力出てない人と話をしようというのをテーマにしています

が、もう少し広げる手はないでしょうか。 

 

PPK 体操はおかげさまで 93 か所に広まり、参加者の人数も 1800 人くらいに増え

てきています。参加出来ていない人についても今後検討していきます。 

 

PPK 体操は、開始から５年経過していますが、健康年齢が上がってきたなどデータ

的なものはとられているのでしょうか。 

 

先進地の事例を見ると高齢者の 10％くらいが参加しているといい影響が出てきま

すが、新居浜市の場合は、高齢者人口 10％には拠点が 120 か所以上できないといけ

ないことになります。新居浜市の現状としては、まだ高齢者人口の 4％くらいです。 

 

もう少し参加数が多いと効果が出てくるかもしれないですね。 

 

続きまして、協議題（２）について、事務局より説明をお願いします。 

 

（事務局説明） 

 

ただいま、事務局より「生活支援体制整備第１層協議体」について説明いただきま

したが、委員の方からご意見ご質問はございませんか。 
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（質問なし） 

 

続きまして、協議題（３）について、事務局より説明をお願いします。 

 

次回の運営協議会の日程について調整したいと考えております。次回日程は 1 月 15

日を考えておりますがいかがでしょうか。特に都合が悪い委員さんもいらっしゃらな

いので、次回の運営協議会は 1 月 15 日に開催いたします。 

 

予定いたしておりました議事は終了いたしましたが、全体をとおして何か意見等ご

ざいませんか。 

 

（意見なし） 

 

以上で新居浜市地域包括支援センター運営協議会関係を終了いたします。ここから

は、地域密着型サービス運営委員会を再開します。 

本日の地域密着型サービスの審査につきまして事務局より結果の報告をお願いし

ます。 

 

（事務局より結果報告） 

 

ありがとうございました。以上で予定しておりました議題はすべて終了いたしまし

た。熱心にご協議いただきましてありがとうございました。これをもちまして、本日

の会議を終了いたします。 

 

 


